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超過滞在と非合法外国人労働者の

雇用者にたいする制裁

島 田

Abstract

ByassumingaSmallopeneconomywithduallabormarkets,wein-

vestigatetheeffectsofsanctionsonemployersofforelgnWOrkerswho

extendtheirstaybeyondthelegallypermittedperiod.Forthispurpose,

Weassumethatallforelgnworkersenterthesmallopeneconomylegal-

lyandparticipateinthesecondarylabormarkettosupplyunskilled

labor.Allofthem areassumedtostayduringthelegallypermitted

periodandsomeofthemareassumedtooverstayandworkillegally.

Weshowthatiftheratioofoverstayingforelgnworkersissufficiently

high,Strengtheningtheemployersanctionsislikelytocontributetothe

reductionofoverstayingforeignworkers.Ontheotherhand,iftheratio

issufficientlylow,wewillbeabletoreducetheirnumberbyweakening

theemployersanctions.However,inbothcases,manlpulationofthe

employersanctionsaimedatthereductionofoverstayingforelgnwork-

ersmakesthewelfareofskillednativeworkersintheprimarylabor

marketworse.
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1節 は じ め に

本論文は短期滞在を希望する外国人労働者を想定して,このような外国人

労働者の超過滞在を抑制するために,非合法外国人労働者の雇用者にたいす
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る制裁(employersanctions)をどのように科したらよいかを検討する･

非合法外国人労働者の流入や雇用をどのように抑制するかは外国人労働者

がどのように非合法化するかと無関係ではなく,外国人労働者がどのように

非合法化するかは彼らが合理的に行動する限り,彼らが短期滞在を希望して

いるか長期滞在を希望しているかと無関係ではない1).不法入国に大きな費

用をかけても,短期間の滞在では小さな所得しか得られないから,短期滞在

を希望する外国人労働者は不法入国しようとしないかもしれない.彼らはむ

しろ合法的に入国し非合法的に雇用されることにより,非合法外国人労働者

となるかもしれない.このようにして非合法化する外国人労働者の流入や雇

用は,非合法外国人労働者の雇用者にたいする制裁によって抑制Lやすいだ

ろう2).これにたいして長期滞在を希望する外国人労働者は,不法入国に大

きな費用をかけても,長期間の滞在で大きな所得が得られるから,短期滞在

を希望する外国人労働者はど不利ではない.このため彼らは不法入国によっ

ても非合法外国人労働者となるだろう.このようにして非合法化する外国人

1)具体的な期間の長さで短期滞在と長期滞在をはっきりと区別することはできないが,

本論文では数年間働いたら帰国することを予定している外国人を短期滞在希望の外国人

労働者 と考え,これよりも長い期間働 くことを予定していたり永久的に滞在して働 くこ

とを予定 していたりする外国人を長期滞在希望の外国人労働者と考える.ただしTsuda

(1999)が指摘した日系ブラジル人労働者のように,当初短期滞在を希望していても,滞

在中に意向を変更し長期滞在者になる外国人労働者が少なくない.

2)アメリカの1986年修正移民管理法(ImmigrationReform andControlActof1986)で導

入された非合法外国人労働者の雇用者にたいする制裁を分析したHillandPearce(1987,

1990)によると,政策当局の予算が限られているため,非合法外国人労働者が集中する製

造業がもっとも制裁の対象となり易 く,製造業にたいしてもっとも大きな抑制的な効果

がしょうじるだろう.しかしそうではあっても,非合法外国人労働者が集中せず制裁の

対象となり難いサービス業や建設業が解雇された非合法外国人労働者を吸収するだろう.

Chiswick(1988)やBoswellandStraubhaar(2004)も制裁の効果にたいLで陳疑的である.

とは言うもののRobinsandBarros(2000)によれば非合法外国人労働者の雇用者にたいす

る制裁は日本や欧米で広 く実施されており,少なくとも現時点では非合法外国人労働者

の流入や雇用を抑制するためのもっとも現実的な手段である.また非合法外国人労働者

の雇用者にたいする制裁は多くの国で,入国管理の強化や外国人労働者の受け入れ枠の

変更などと同時に実施されている.モデル分析においてもEthier(1986a,1986b)やGon-

zalez(1994)などによって,非合法外国人労働者の雇用者にたいする制裁が入国管理の強

化と同時に仮定されている.
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労働者の流入や雇用は,外国人労働者の受け入れ枠(immigrationquotas)

の操作や入国管理(bordercontrol)の強化によっても抑制Lやすいだろう3).

要するに非合法外国人労働者の流入や雇用の抑制は,外国人労働者がどれだ

け滞在することを希望し,どのように非合法化するかと係わる傾向がある.

非合法外国人労働者にかんする初期の代表的な理論研究であるEtbier

(1986a,1986b)やBondandChen(1987)は,外国人労働者が不法入国によ

って非合法化すると仮定した.非合法外国人労働者にかんする理論研究では,

このような非合法外国人労働者が分析対象となることが多い.

これにたいし短期滞在を希望し非合法雇用や超過滞在によって非合法化す

る外国人労働者を明示的に分析対象とする理論研究は,Epsteinetal･

(1999)を除いてほとんど存在しない4).彼らは合法的に入国し短期的に雇用

される外国人労働者を明示的に分析対象とし,外国人労働者の非合法雇用や

超過滞在を通常もちいられる手段とは異なる方法をもちいて抑制しようとし

た.1つは,雇用者にインセンティブをあたえる方法である.具体的には雇

用者は外国人労働者を雇うために政府に債券を預け,合法滞在期間終了後に

外国人労働者が出国しなければ,債券は政府に没収されるとした.もう1つ

は,外国人労働者にインセンティブをあたえる方法である.具体的には外国

人労働者の所得の一部または全部の支払いが合法滞在期間終了まで延期され

るとしたり,外国人労働者の所得に税を課し合法滞在期間が終了し外国人労

3)MyersandPapageorgiou(2002)は移入民税(immigrationtolls)や移出民補助金(emigra-

tionsubsidies)を提案し,これらが外国人労働者の受け入れ枠システムよりも優れている

ことを示した.しかし仮にそうであっても,外国人労働者の受け入れ枠や入国管理 とは

異なり,移入民税や移出民補助金はすべての国で実施可能な手段ではないだろう.

4)DjajiCandMillbourne(1988)やDjajie(1989)は,短期滞在の外国人労働者q)1つである

ゲス トワーカー移民(guest-workermigration)の行動をミクロ経済学的に分析した･

Djajie(1989)では,一時移民(temporarymigration)と永久移民(permanentmigration)の

行動様式の違いが明らかにされた.しかしこれらの研究は,ゲストワーカーの非合法雇

用や超過滞在の抑制には触れていない.
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働者が帰国するさい返還されるとしたりした.

このような議論をおこなうさいEpsteinetal.(1999)は,外国人労働者の

非合法雇用や超過滞在を抑制する確実で効果的な国内逮描メカニズム(inter一

malapprehensionmechanism)は存在しないと仮定した･このため非合法外

国人労働者の雇用者にたいする制裁が外国人労働者の非合法雇用や超過滞在

におよばす影響は検討されていない.彼らが考えた方法は理論的にはひじょ

うに興味深いが,すべての国で直ちに実施できる方法ではなく,非合法外国

人労働者の雇用者にたいする制裁はど現実的ではない.

そこで本論文は,Epsteinetal.(1999)と同じように外国人労働者を合法的

に入国する短期滞在希望者に限定する一方,彼らとは異なり現実に広 く採用

されている非合法外国人労働者の雇用者にたいする制裁をもちいて,これら

の労働者の超過滞在を抑制する方法を明らかにする.

本論文では,つぎの結果が得られる.政策当局が超過滞在の不熟練外国人

労働者の雇用者にたいする制裁を強めても,このような非合法不熟練外国人

労働者の供給量や雇用量が減少するとは限らない.制裁がこのような労働者

の供給量や雇用量におよばす影響は,これらの労働者が不熟練外国人労働者

全体にしめる割合によって異なる.すなわち超過滞在する不熟練外国人労働

者の割合が十分小さいばあい,罰金を減少させることによって超過滞在する

不熟練外国人労働者の供給量や雇用量が減少する.一方,超過滞在する不熟

練外国人労働者の割合が十分大きいばあいは,罰金を増加させることによっ

て不熟練外国人労働者の供給量や雇用量が減少する.また何れのばあいであ

っても,罰金の操作による超過滞在の不熟練外国人労働者の供給や雇用の抑

制は,熟練自国人労働者にたいし悪影響をおよぼす.

本論文の構成は,以下のとおりである.2節はまず,二重労働市場をもつ

小国開放経済において政策当局が超過滞在により非合法となる外国人労働者

の雇用者にたいし制裁を科すと仮定する.そしてこのような経済において熟

練労働者 と不熟練労働者の賃金率や雇用量がどのように決まるかを示す.3
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節はまず,超過滞在の不熟練外国人労働者の雇用者にたいする制裁が超過滞

在の不熟練外国人労働者にどのような影響をおよばすかを明らかにする.ま

た罰金の操作によって超過滞在の不熟練外国人労働者を減少させようとする

と,それが不熟練労働者や熟練自国人労働者にどのような影響をおよぼすかも

明らかにする.4節は,本論文をまとめ,今後検討し改善すべき点をあげる.

2節 モデル

本論文は,二重労働市場をもつ小国開放経済 (以下では自国ともよぶ)を

仮定する･二重労働市場は,primarylabormarketとsecondarylabormar-

ketからなる.前者では熟練労働が取引され,非競争的に雇用量と賃金率が

決定される.後者では不熟練労働が取引され,競争的に雇用量と賃金率が決

定される5).小国開放経済は,外国人労働者の流入をつうじて自国を除く世

界とつながりをもっている.本論文はKemnitz(2003)と同じように,自国

へ流入する外国人労働者は不熟練労働者だけからなると仮定する.

Primarylabormarketには熟練自国人労働者が毎期N～1存在する･Nl は定

数である.Secondarylabormarketには不熟練自国人労働者が毎期N-2存在

する･Nl:は定数である･またsecondarylabormarketへは不熟練外国人労

働者が毎期M一流入し,少なくとも合法的な滞在期間,具体的には t期間,

滞在する.また合法的な滞在期間中,彼らが非合法的に雇用されることはな

い･MJ とtは定数である.このためsecondarylabormarketには不熟練自

国人労働者のほかに,合法的に滞在している不熟練外国人労働者が毎期 tM-

存在する.企業は不熟練自国人労働者と不熟練外国人労働者を同じ生産要素

5)本論文はAgiomirgianakisandZeⅣoyianni(2001)や Shimada(2005)などと同じように,

熟練労働が取引されるprimarylabormarketを非競争的,不熟練労働が取引される

secondarylabormarketを競争的と仮定するが,Kemnitz(2003)は熟練労働市場を競争的,

不熟練労働市場を非競争的と仮定している.
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と見なす.

不熟練外国人労働者の一部,具体的には0,ただし0<0<1,の割合の不

熟練外国人労働者は,合法的な滞在期間を超えて自国に滞在し,secondary

labormarketに留まる.(‖ま定数である.現実には不熟練外国人労働者は様

々な理由で超過滞在するが,本論文は不熟練外国人労働者が超過滞在する理

由をつぎのように仮定する.不熟練外国人労働者は目標とする金額を貯蓄し

たり出身国へ送金したりすることを目指して,出身国から自国へ移動する.

しかし合法的な滞在によって彼らが稼げる金額は,目標とする金額を下回る.

このため彼らの一部は,目標とする金額を達成するために超過滞在する6).

しかし政策当局は,資源を投入して超過滞在している不熟練外国人労働者

の雇用を発見しようとする7).また政策当局は超過滞在の不熟練外国人労働

者の増加とともに,発見のためにより多くの資源を投入する.具体的には政

策当局が超過滞在の不熟練外国人労働者の雇用を発見する確率少は,

P-A(L言IN2-tM1 ,0<p<1,P'>0,

をみたす･ここでL言は,不熟練労働者の供給量を表す･また発見確率の超

過滞在の不熟練外国人労働者の供給量にかんする弾力性扉 ま,一定で十分

小さいと仮定する.これは,雇用されている超過滞在の不熟練外国人労働者

がひじょうに多いため,政策当局がこれらの労働者の摘発にあたる人員を増

6)本節の以下の部分で代表的な不熟練外国人労働者が目標 とする金額を 1つ仮定するが,

実際には目標 とする金額は個々の不熟練外国人労働者で異なる.このため同じ賃金率で

も超過滞在する労働者と超過滞在しない労働者がでてくる.

7)本論文では政策当局の非合法外国人労働者の雇用者にたいする制裁のはかに,これら

の労働者q)雇用を抑制するための政策はおこなわれない.このような仮定のもとでは一

般的には,超過滞在していても雇用されていない不熟練外国人労働者は政策当局の発見

の対象とはならない･しかし本論文ではsecondarylabormarketで完全雇用が成 り立つ

ため (本節後述参照),超過滞在しているすべての不熟練外国人労働者が政策当局の発見

の対象となっている.
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やしても発見確率はほとんど上昇しない,と考えられるからである.

政策当局は超過滞在の不熟練外国人労働者の雇用を発見すると,このよう

な労働者の雇用者にたいして制裁(employersanctions)を科す･具体的には

雇用者は雇用している超過滞在の不熟練外国人労働者 1人にたいして/,た

だし/>0,だけ罰金を支払わなければならない･/は政策当局によって操作

される.

代表的な不熟練外国人労働者が目標とする金額をJ(不熟練労働者の賃金

率 W2よりも十分大きい定数),出身国から自国への移動にかかる費用をC

(定数),超過滞在期間をγと仮定する.また不熟練外国人労働者は合法滞

在中および超過滞在中,毎期賃金の一部,具体的には}(定数),ただし0<

)<1,の割合の賃金を生活費に充てると仮定する.このような仮定のもと

では生活費が合法的な滞在のためにtw21かかり,非合法的な滞在のために

γ(119)W21かかる.一方,不熟練外国人労働者の一部は合法的な滞在によ

って tw2稼ぎ,超過滞在によってγ(1-A)u'2稼ぐ･したがって超過滞在す

る不熟練外国人労働者について,

Z十 C+ tw21+iJ(1-9)W21- iw2+γ(1-9)W2,

が成り立つ8).

これより不熟練外国人労働者の超過滞在期間が,

I+C-tuJ2(1-A)

(1-9)W2(ド ))

と求められる.不熟練外国人労働者の賃金率の上昇は,超過滞在中の1期間

に貯蓄または送金できる金額の予想値を増加させることと合法滞在中に稼ぐ

金額を増加させ超過滞在中に稼がなければならない金額を減少させることに

より,超過滞在期間を減少させる9).また不熟練労働者の供給量の増加は,

8)賃金は多期間にわたってしょうじるが,簡単化のために利子率を0と仮定する.

9)∂iJ/aw2--(I+C)/(1-9)u,a(1-A)<0.
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政策当局が超過滞在の不熟練外国人労働者の雇用を発見する確率を上昇さ

せ,超過滞在中の 1期間に貯蓄または送金できる金額の予想値を減少させる

ことにより,超過滞在期間を増加させる10).

したがって不熟練労働者の供給量は,

L言-Nt2+iML +
I+C-tw2(1-))
(llP)UJZ(1-))

oM～, (1 )

である.

企業は,primarylabormarketとsecondarylabormarketからそれぞれLl

とL2だけ熟練自国人労働者と不熟練労働者を需要し,つぎの生産関数にし

たがって生産をおこなう.

Y-LElllL冨2,al,a2>0,al+a2<1･

企業の利潤7Tは,

7T ≡L71L冒2-u)1Ll-u,2L2-AfL2,

と定義される11)･ここで wlは熟練自国人労働者の賃金率,L2は超過滞在し

ている不熟練外国人労働者にたいする需要量を表す.右辺第 4項は,企業が

支払う罰金の合計の予想値を表す.

すでに仮定したようにsecondarylabormarketは競争的である･本論文は

さらに,賃金が伸縮的であるため常に完全雇用が成 り立つ,と仮定する.こ

のような仮定のもとでは超過滞在している不熟練外国人労働者もすべて雇わ

れ,超過滞在している不熟練外国人労働者にたいする需要量は超過滞在して

いる不熟練外国人労働者数 (1式右辺第 3項)に等しい.このため企業の利

潤は,L2-L言と(1)式から,

10)∂T/∂Lぎ-[(I+C-tu'2(ド)))/(1-))W2](1/(卜P)2)物P/(LぎーNT;-tMl >0･

ll)本論文は簡単化のため,財価格を 1と仮定する.
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打 ≡L71L芸2-wILl-u)2L2-〟(L2-N12-tM-),

と書き換えられる.

企業は利潤最大化の1階条件,

alL冒.LIL冨2-W1-0,

a2L71L冒2~1-W2-(1+Tp)Af-0,

9

をみたすように熟練自国人労働者と不熟練労働者を需要する.

すでにprimarylabormarketは非競争的であると仮定したが,具体的には

熟練自国人労働者の賃金率はShapiroandStiglitz(1984)などによる非怠業モ

デル(non-Shirkmodel)にしたがって決定されると仮定する.雇用され怠業

する熟練自国人労働者の予想生涯効用 VESは,

rvES- u,1+(P+p)(VU-YES),

と表される･ここでγは割引率 (定数),βは熟練自国人労働者が怠業以外

の理由で離職し失業する確率 (定数),pは熟練自国人労働者が怠業し企業

に見つかり解雇され失業する確率 (定数),vUは失業している熟練自国人

労働者の予想生涯効用を表す12).また雇用され怠業しない熟練自国人労働者

の予想生涯効用 VENa,

rvEN -wl-e+P(VUIYEN),

と表される.ここでβ,ただしβ>0,は雇用され怠業しない熟練自国人労

働者が発揮する努力を表す.eは定数である.

このような仮定のもとで非怠業条件VEN-VES(…vE)を課したうえで,VU

12)carter(1999)にしたがい, pを怠業する熟練自国人労働者が怠業を発見され解雇され

失業する単位時間あたりの確率と仮定する･このような仮定のもとでは,To時点とTo+

T時点のあいだ怠業する熟練自国人労働者が怠業を発見され解雇され失業する確率はpT

である･仮に企業が完全に怠業を発見できればpTは 1であるから, Tが十分小さければ

pは無限大である･
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を,

rVU-α(VE-VU),

とあたえると,熟練自国人労働者の賃金率が,

wl=e+
α+β十γ

経 営 と 経 済

と求められる13).ここでαは,離職し失業している熟練自国人労働者が再雇

用される確率を表す.

定常状態においては失業から流出する熟練自国人労働者 と失業へ流入する

熟練自国人労働者が常に等しいから,α(N～1-Ll)-βLlが成 り立つ･これ

を上式に代入すると,定常状態における熟練自国人労働者の賃金率が,

wl=e+ (4)

と求められる.また定常状態における熟練自国人労働者の予想生涯効用は,

vE-i ll･ ]
('.

と決まる.定常状態における熟練自国人労働者の予想生涯効用は,熟練自国

人労働者の雇用量の増加関数である.

3節 超過滞在の不熟練外国人労働者の雇用者にたいする制裁の

影響

本節は,超過滞在の不熟練外国人労働者の雇用者にたいする制裁の変更が

超過滞在の不熟練外国人労働者にどのような影響をおよばすかを明らかにす

る.また政策当局が制裁によって超過滞在の不熟練外国人労働者を減少させ

ようとすると,合法滞在の不熟練外国人労働者や熟練自国人労働者にどのよ

13)失業手当は0と仮定されている.
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うな影響がしょうじるかを明らかにする.

まず(2)式と(4)式を全微分し,熟練自国人労働者の雇用量の変化を不熟練

労働者の雇用量の変化によって表す.

dLl-
ala2L冒'~1L冨2~1

d L2･ 持1

(5)式によると,一方の労働者の雇用量が増加すると他方の労働者の雇用量

も増加する.

(3)式を全微分した式に(5)式を代入し,不熟練労働者にたいする需要量の

変化を不熟練労働者の賃金率の変化と罰金の変化によって表す.

dL2-A~1dw2+All(1+侮)pdf,

A≡-a2(1-a2)L;lL冒2~21(1+Tp)fTpL2-N2-tM
a…aZL…(all1)L≡(a2-1)

al(1-al)L写】12L㌢十 (e/p)β(Nl/(NTILl)2).

しい

Aが負であるため,不熟練労働者の賃金率の上昇や罰金の増加は,不熟練

労働者にたいする需要を減少させる14).縦軸に不熟練労働者の賃金率をとり

横軸に不熟練労働者にたいする需要量をとると,不熟練労働者にたいする需

要曲線は右下がりで,罰金の増加は不熟練労働者にたいする需要曲線を左下

へシフトさせる.

(1)式を全微分し,不熟練労働者の供給量の変化を不熟練労働者の賃金率

の変化によって表す.

dLぎ-BJdu'2,

β≡1｣こくI+C-tu'2(1-i))/W2(1-))]oMl l/(ト P)2)物P/(LぎIN-2-tM-)

ト (I+C)/wZ(トp)(1-)))oM～

(7)

14)Aの定義式の右辺第 3項は正でpの増加関数である･しかしpを無限大に近づけても,

第 1項と第 3項の和は-L冒･L冒2-2〈a2/(1-al))(1-al-a2)に近づくため,Aは正にならな

い･またAはduJ2/dL2に等しいから,縦軸に不熟練労働者の賃金率をとり横軸に不熟練

労働者にたいする需要量をとったばあいの需要曲線の傾きを表している.
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すでに仮定したように79が十分小さいため,別 ま負である･したがって不熟

練労働者の賃金率の上昇は,不熟練労働者の供給量を減少させる15).

L2-L言とし(6)式と(7)式からdw2を消去すると,罰金の変更が不熟練労働

者の雇用量と賃金率におよぼす影響が求められる.

箸 -Ai B(1+ Tp'p･ (8)

等 -五㌔ (1+ 79)p･ (9)

(8)式と(9)式によると, lBl>lAlならばdL2/df>0,du)2/df<0である･

言い換えれば不熟練労働者の供給曲線の傾きが不熟練労働者にたいする需要

曲線の傾きよりも急ならば,罰金の増加は不熟練労働者の雇用量を増加させ

賃金率を低下させる.このことは縦軸に不熟練労働者の賃金率をとり横軸に

不熟練労働者の雇用量をとると,供給曲線(7式)が需要曲線(6式)の右上か

ら左下にかけて交わり,了の増加によって需要曲線が左下にシフトすること

によっても確かめられる.

超過滞在する不熟練外国人労働者の割合が十分小さければ, LBr>rAlが

成り立つ16).また不熟練労働者の雇用量が増加し賃金率が低下すると,不熟

練外国人労働者の超過滞在期間が増加することをすでに示した.したがって

超過滞在する不熟練外国人労働者の割合が十分小さいばあい,超過滞在する

不熟練外国人労働者数を減少させるには,超過滞在の不熟練外国人労働者の

雇用者にたいする罰金を減少させなければならない.

このような政策は不熟練労働者の賃金率を上昇させるが,雇用量を減少さ

せる.また熟練自国人労働者の雇用量と賃金率は不熟練労働者の雇用量の減

少をつうじて,減少する (5式および4式参照).さらに熟練自国人労働者

の予想生涯効用も減少する.

15)Bはdw2/dL2に等しいから,縦軸に不熟練労働者の賃金率をとり横軸に不熟練労働者の

供給量をとったばあいの供給曲線の傾きを表している.

16)limLBl-∞
rJ･Ll
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一方, IBl<lAlならばdL2/df<0,dw2/df>0である.言い換えれば不熟

練労働者の供給曲線の傾きが不熟練労働者にたいする需要曲線の傾きよりも

緩やかならば,罰金の増加は不熟練労働者の雇用量を減少させ賃金率を上昇

させる.このことは供給曲線 (7式)が需要曲線 (6式)を左下から右上に

かけて交わり,′の増加によって需要曲線が左下にシフトすることによって

も確かめられる.

超過滞在する不熟練外国人労働者の割合が十分大きければ, lBl<lAlが

成り立つ17).また不熟練労働者の雇用量が減少し賃金率が上昇すると,不熟

練外国人労働者の超過滞在期間が減少することをすでに示した.したがって

超過滞在する不熟練外国人労働者の割合が十分大きいばあい,超過滞在する

不熟練外国人労働者数を減少させるには,超過滞在の不熟練外国人労働者の

雇用者にたいする罰金を増加させなければならない.

しかし不熟練外国人労働者の割合が十分小さいばあいと同じように,この

ような政策は不熟練労働者の賃金率を上昇させるが,雇用量を減少させる.

また熟練自国人労働者の雇用量,賃金率および予想生涯効用も減少する.

以上の結果をまとめれば,罰金の変更が超過滞在の不熟練外国人労働者数

におよばす影響は,どのくらいの割合の不熟練外国人労働者が超過滞在する

かによって異なる.また超過滞在する不熟練外国人労働者の割合が大きいか

小さいかにかかわらず,罰金の変更によって超過滞在の不熟練外国人労働者

数を減少させようとすると,熟練自国人労働者にたいし常に悪影響がしょう

じる.

17)0カ増 加するとiBiは減少する･りpが十分 0に近いばあい,Cが 1に近づくとEBEは,

1/i(I+C)/uJ22(1-p)(卜 ]))oM-,

に近づ く.一万, pが増加するとIAlは減少する･りpが十分 0に近いばあい, pが無限

大に近づくとt卸は,

L71L冒:2(a2/(1-al))(1-al-a2),

に近づ く.このためIA栂 L笹Zl12ta2/(1-al))(1-a1-a2)よりも大きい･したがってZ

がW2よりも十分大きければ,lBl<lAlが成り立つ.
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4節 まとめ

本論文は,長期滞在者としてではなく短期滞在者として労働を供給する外

国人労働者を想定し,超過滞在によって非合法となる不熟練外国人労働者の

雇用量を減らすために,政策当局がこのような労働者の雇用者にたいしどの

ように制裁を科したらよいかを調べた.そして不熟練外国人労働者全体にし

める超過滞在者の割合によって,制裁を強めるべきか弱めるべきかが異なる

ことを明らかにした.また制裁によって超過滞在者を減らそうとすると,熟

練自国人労働者にたいし悪影響がしょうじることも明らかにした.

島田(2007)は非合法的に入国した外国人労働者の雇用者にたいする制裁を

検討し,罰金を増加させ制裁を強めると常にこれらの労働者の雇用が抑制さ

れることを示した.この結果と本論文の結果からも,非合法外国人労働者の

雇用者にたいする制裁は外国人労働者がどのように非合法化するかによって

異なることがわかる.

本論文で今後改善し検討すべき点として,つぎのことがあげられる.まず

非合法外国人労働者の雇用者にたいする制裁は超過滞在の不熟練外国人労働

者の雇用に影響をおよばすが,本論文のモデルでは合法的な滞在期間の変更

や更新の可能性もこれに影響をおよばす.政策当局がどのように合法的な滞

在期間を変更したり更新したりすれば,超過滞在の不熟練外国人労働者の雇

用を抑制できるかは今後検討しなければならない問題である.なぜなら罰金

の変更は超過滞在の不熟練外国人労働者の雇用抑制に有効であったが,熟練

自国人労働者の厚生を悪化させた.したがって罰金に加えてこれらを操作す

ることにより,熟練自国人労働者の厚生を悪化させることなく超過滞在の不

熟練外国人労働者の雇用を抑制できればたいへん望ましいからである.

また本論文は超過滞在する不熟練外国人労働者の割合を外生的にあたえた

が,個々の不熟練外国人労働者が目標 とする金額は不熟練労働者の賃金率か

ら常に独立ではない.例えば小国開放経済の賃金率が高ければ,合法滞在 と
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超過滞在によってより大きな金額を得ようと目指すかもしれない.このよう

な可能性は,個々の不熟練外国人労働者が目標とする金額の分布に影響をお

よばし,超過滞在する不熟練外国人労働者の割合を変化させる.超過滞在す

る不熟練外国人労働者の割合が不熟練労働者の賃金率に依存するばあいにつ

いては,モデルを修正して検討しなければならない.

さらに本論文は不熟練外国人労働者が流入するばあいを検討したが,本論

文のモデルを応用して熟練外国人労働者が流入するばあいを検討することも

可能である.例えば熟練外国人労働者が小国開放経済へ流入し,合法的な滞

在期間中はprimarylabormarketで熟練労働を供給し,さらにこれらの労働

者の一部は超過滞在する･しかしprimarylabormarketでは非合法外国人労

働者は労働を供給できないので,超過滞在を希望する熟練外国人労働者は

secondarylabormarketへ移動し,そこで不熟練労働に携わらざるを得ない

と仮定する.そして超過滞在の熟練外国人労働者の雇用者にたいする制裁を

どのように科したら,これらの労働者の雇用を抑制できるかを調べる.本論

文のモデルではsecondarylabormarketで労働を供給する自国人労働者と外

国人労働者はともに不熟練労働者で企業によって同質と見なされたが,この

ような仮定のもとではsecondarylabormarketで労働を供給する不熟練自国

人労働者と熟練外国人労働者は異なった生産性を発揮する可能性があり,企

業はこれらの労働者を同質と見なさないかもしれない･このためsecondary

labormarketでは,本論文とは異なった方法で雇用量や賃金率が決定される

ことになるだろう･またsecondarylabormarketとは異なり,primary

labormarketでは完全雇用が成 り立たないため,primarylabormarketの雇

用確率が合法滞在中に貯蓄したり送金したりする金額に影響をおよばす.こ

のため熟練自国人労働者や熟練外国人労働者がどれだけ存在しどれだけ雇用

されるかが,熟練外国人労働者の超過滞在期間に影響をおよぼすだろう.こ

れらについては,モデルを新たに構築して分析しなければならない.
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